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札幌保健医療大学学位規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学位規則（昭和 28 年文部省令第９号）第 13 条、札幌保健医療大学学則（以下

「学則」という。）第 43 条及び札幌保健医療大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第

33 条第２項に基づき、札幌保健医療大学（以下「本学」という。）において授与する学位につい

て必要な事項を定めることを目的とする。 

  

第１章 学士 

（学士の学位） 

第２条 本学において授与する学士の学位は、次のとおりとする。 

保健医療学部 看護学科   学士（看護学） 

栄養学科   学士（栄養学） 

（学士の学位授与の要件） 

第３条 学士の学位は、本学学則第 43 条の定めるところにより、本学を卒業した者に授与する。 

２ 学位記は、卒業証書を兼ね別記様式第１～２号のとおりとする。 

 

第２章 修士 

（修士の学位） 

第４条 本学において授与する修士の学位は、次のとおりとする。 

大学院保健医療学研究科保健医療学専攻修士課程  修士（保健医療学） 

（修士の学授与の要件） 

第５条 修士の学位は、大学院学則第 32 条及び第 33 条の定めるところにより、本大学院修士課程を

修了した者に授与する。 

２ 学位記は、別記様式第３号のとおりとする。 

（修士論文の提出） 

第６条 修士論文は、指定された期日までに学位論文審査願及び要旨を添付し、研究科長に指定され

た部数を提出しなければならない。 

（修士論文の審査） 

第７条 提出された修士論文の審査は、研究科委員会の定める審査委員で構成する委員会（以下「審

査委員会」という）によって審査を行う。 

（修士論文の審査委員） 

第８条 審査委員である主査１名及び副査２名は、研究科委員会で決定する。 

２ 主査は審査の公正・公平性を担保するため、主指導教員及び副指導教員が担当することはできな

い。 

３ 副査は、主指導教員及び副指導教員が担当しないことが望ましい。ただし、やむを得ない場合は

主指導教員又は副指導教員のいずれか１名が担当することを妨げない。 

４ 副査のうち１名は、研究科委員会で承認された学外者に委任することができる。 

（最終試験） 

第９条 大学院学則第 33 条に定める最終試験は、所定の単位を修得し、かつ修士論文を提出した者

について行う。 

２ 最終試験は、修士論文の内容及びこれに関係のある授業科目について、審査委員会による口頭試

問によって行う。 

（修士論文及び最終試験の審査結果） 
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第 10 条 審査委員会は、修士論文及び最終試験の審査結果について、文書で研究科委員会に報告し

なければならない。 

（研究科委員会での審議） 

第 11 条 研究科委員会は、前条の審査結果報告に基づいて学位授与の可否を審議する。 

（学位授与の決定） 

第 12 条 前条の学位授与の可否については、評議会を経て学長が決定する。 

 

第３章 学位記の交付及び論文要旨の公表 

（学位記の交付） 

第 13 条 学長は次の各号に掲げる事項を決定し、大学を卒業又は修士課程を修了した者に学位記を

交付する。 

（１）第３条第１項に該当する者 教授会を経て大学卒業の可否 

（２）第５条第１項に該当する者 研究科委員会を経て修士課程修了の可否 

（学位の名称の使用） 

第 14 条 学位を授与された者は、学位の名称を用いるときは、本学の名称を付記するものとする。 

（学位論文の公表） 

第 15 条 学長は、修士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３月以内にその論文の

内容の要旨及び論文審査の結果の要旨を本学ウェブサイトにより公表するものとする。 

 

第４章 雑則 

（学位の取消） 

第 16 条 学位を授与された者が、不正な方法により学位を受けた事実が判明したときは、教授会又

は研究科委員会で審議の上、評議会を経て学長は授与した学位を取り消し、これを公表する。 

２ 前項により学位を取り消された者は、その学位記を本学に返付しなければならない。 

（学位記の再交付） 

第 17 条 学位記の再交付を受けようとする者は、その理由を明記し、所定の再交付手数料を添え

て、学長に願い出なければならない。 

２ 学位記の再交付は、特別な事由があると学長が認めた場合に限り行うことができる。 

（規程の運用） 

第 18 条 本規程に定めのない事項については、教授会又は研究科委員会に諮り学長がこれを決定す

る。 

（規程の改廃） 

第 19 条 本規程の改廃は、教授会を経て学長が行う。 

附 則 

この規程は、平成 27 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2023 年４月１日から施行する。 

附 則 

この規程は、2025 年４月１日から施行する。 


